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企業誘致用地及び新八代駅周辺整備に

関する調査特別委員会会議録 

 

令和５年１２月１２日 火曜日 

  午前１０時０５分開議 

  午前１１時０４分閉議（実時間５９分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．所管事務調査 

・企業誘致用地及び新八代駅周辺整備に関す

る諸問題の調査 

  （企業誘致用地整備及び新八代駅周辺整備

について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  成 松 由紀夫 君 

副委員長  橋 本 幸 一 君 

委  員  大 倉 裕 一 君 

委  員  北 園 武 広 君 

委  員  谷 川   登 君 

委  員  友 枝 和 也 君 

委  員  野 﨑 伸 也 君 

委  員  橋 本 貴 喜 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  増 田 一 喜 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

 経済文化交流部 

  経済文化交流部次長 小 野 高 信 君 

  商工・港湾振興課長 松 永 貴 志 君 

 総務企画部 
 
  総務企画部 
            井 上 雄一朗 君 
  総括審議員兼次長 
 

  総務企画部次長   田 中   孝 君 

                              

○記録担当書記     村 上 政 資 君 

            小 谷   匠 君 

 

（午前１０時０５分 開会） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、定刻と

なり、定足数に達しましたので、ただいまから

企業誘致用地及び新八代駅周辺整備に関する調

査特別委員会を開会いたします。 

                              

◎所管事務調査 

・企業誘致用地及び新八代駅周辺整備に関する

諸問題の調査（企業誘致用地整備及び新八代

駅周辺整備について） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、特定事

件であります企業誘致用地及び新八代駅周辺整

備に関する諸問題の調査を議題とし、調査を進

めてまいります。 

 本件について１件、執行部から発言の申出が

あっておりますので、これを許します。 

 それでは、企業誘致用地整備及び新八代駅周

辺整備について、説明を願います。 

○経済文化交流部次長（小野高信君） おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり）経済文化交流部次長の小野でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、着座にて説明させていただきま

す。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○経済文化交流部次長（小野高信君） それで

は、まず、私のほうから、企業誘致用地整備に

ついて説明させていただきます。その後、総務

企画部、井上総括審議員兼次長から新八代駅周

辺整備について御説明いたします。 

 それでは、企業誘致用地整備についての資料

のほうをお願いいたします。 

 １、企業誘致用地の必要性についてですが、

令和３年４月に県営外港工業団地が完売し、現

在、本市における工業団地の空きはない状況で
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ございます。国・県が整備を進めております加

賀島があるものの、用地の整備には時間を要す

るところでございます。 

 ＴＳＭＣの熊本進出を契機として、本市にお

きましては、企業からの用地取得のニーズに対

し速やかに対応できるよう、八代港、九州新幹

線、市内各インターチェンジ等のインフラの強

みを生かした企業誘致用地の整備を検討するた

め、本年１月に市長を本部長とする新八代駅周

辺及び企業誘致用地整備推進本部を立ち上げ、

検討を進めてまいりました。 

 ２、企業誘致用地整備の概要ですが、まず１

点目は、企業誘致用地の適地調査でございま

す。次に、２点目、企業誘致促進策の再構築で

ございます。３点目が、農振除外など土地利用

の見直しでございます。 

 続きまして、令和５年度の取組について御説

明いたします。 

 本年度は、市内全域を対象とした企業誘致用

地の候補地選定及び企業誘致方針の策定、用地

の整備に向けた事業化手法の検討を行うことと

しております。 

 候補地選定及び企業誘致方針等を策定するに

当たり、公募型プロポーザルによる企画提案の

募集を行い、選定委員会等での審査を経て、６

月１日に業務委託契約を締結しております。契

約の相手方は、昭和株式会社九州事業部熊本営

業所、委託期間は令和５年６月１日から令和６

年２月２９日まで、委託料につきましては１４

８５万円でございます。 

 ７月から候補地選定に係る第１次評価項目の

検討を行い、１０月から２次評価項目の検討を

行っております。 

 また、民間企業アンケートを実施し、企業ニ

ーズの調査を行っております。現在集計を行っ

ており、集計結果につきましては企業誘致方針

に反映させたいと考えております。 

 あわせまして、現在、候補地選定に係る３次

評価項目の検討を行っております。 

 次に、今後の取組についてでございますが、

本年度中に市内全域を対象とした適地調査を実

施するとともに、企業誘致方針を策定の上、令

和１０年度の分譲開始を目指すこととしており

ましたが、１２月６日の熊本県議会１２月定例

会の一般質問におきまして、蒲島知事から「八

代地域における県営工業団地の整備の検討に着

手する」との答弁があっております。このこと

は本市の企業誘致用地の確保に向けて大きな追

い風となりますことから、今後も熊本県と連携

を密にしながら、県営工業団地の整備が一刻も

早く実現できるよう、全面的に協力してまいり

たいと考えております。 

 以上で、企業誘致用地整備についての説明の

ほうを終わります。 

○総務企画部総括審議員兼次長（井上雄一朗

君） おはようございます。（｢おはようござ

います」と呼ぶ者あり）総務企画部の井上でご

ざいます。 

 私のほうから、新駅周辺整備について説明を

させていただきます。 

 失礼ながら、着座にて説明をさせていただき

ます。 

○委員長（成松由紀夫君） 次長、その前に、

今ほどの小野次長の説明で委託料１４８５万円

という説明でしたが、表記は８５万円になって

おりますが。 

○経済文化交流部次長（小野高信君） 失礼し

ました。訂正のほうをお願いします、１４８５

万円と。 

○委員長（成松由紀夫君） ５万円でよろしい

ですね。 

○経済文化交流部次長（小野高信君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、１４８

５万円で訂正方お願いいたします。 

 引き続き、総括審議員兼次長、よろしくお願

いします。 
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○総務企画部総括審議員兼次長（井上雄一朗

君） それでは、１、これまでの経緯について

でございますが、下のほうに経緯をまとめてお

りますので、そちらを御覧いただきますようお

願いをいたします。 

 平成１６年３月の九州新幹線の部分開業まで

に新駅の整備や、あるいはアクセス道路の整備

などを進めるとともに、部分開業以降の平成１

７年３月からは、まちづくり交付金を活用いた

しまして道路や公園の整備を進めてきたところ

でございます。さらに、平成１９年１２月には

新駅周辺の約９５ヘクタールを特定用途制限地

域に指定し、周辺の乱開発を防ぐとともに、そ

のうち２０ヘクタールにつきましては、新駅周

辺整備事業区域として農振除外も行っておりま

す。 

 このように、本市では住宅の開発や商業施設

などの民間施設が進出しやすい環境整備に取り

組んできた結果、周辺での住宅開発が進むとと

もに、下段の２、主な進出企業に記載をしてお

りますが、宿泊施設や物流センター、小売店等

が出店をいたしております。 

 しかしながら、平成２０年４月に策定をいた

しました第１次の八代市総合計画におきまして

は新駅周辺を広域交流拠点といたしまして拠点

機能の充実強化を図ることとしておりました

が、まだその実現には至ってはおらず、開発は

まばらな状況でございます。 

 続いて、２ページを御覧ください。 

 推進本部の設置でございます。先ほど説明い

たしましたとおり、そのような状況を踏まえま

すとともに、近年のデジタル技術を活用した社

会課題解決に向けた取組や、ＴＳＭＣの熊本進

出を契機とした市町村間の企業誘致競争等を鑑

みて、本年１月２５日に市長を本部長とする新

八代駅周辺及び企業誘致用地推進本部の設置を

行ったところでございます。 

 これにより、本市の玄関口であります新駅周

辺の物流・人流拠点機能の強化や将来を見据え

た企業誘致用地の整備について、検討・取組を

加速度的に進めていくこととしております。 

 次に、４、新八代駅周辺グランドデザインの

策定についてでございますが、推進本部の設置

を受けまして、新駅周辺のこれからのまちづく

りを推進していくための全体構想として、今年

度中に新八代駅周辺グランドデザインを策定す

ることといたしました。 

 このグランドデザインでは、本市の現状や課

題整理をはじめ、今後、新駅周辺に必要とされ

る機能や土地利用の考え方、及び再エネを活用

したまちづくりの考え方などを整理し、新駅周

辺全体のゾーニングプランを示すことといたし

ております。 

 ４の（１）に整備の方向性を記載をいたして

おります。 

 初めに核となる、仮称ではございますが、文

化コンベンションセンターの整備、次に、カー

ボンニュートラルなスマートシティーやつしろ

を象徴するようなまちづくり、また、これらを

踏まえた住宅や企業等の立地促進を図るという

ことといたしております。 

 エリア内の整備概要を（２）に記載しており

ますが、まず、新駅の東側のエリアでは、下の

ほうに例として挙げておりますとおり、今申し

上げた文化コンベンションセンターの整備など

に取り組むということといたしております。 

 また、西側のエリアにつきましては、静閑な

住宅地が広がりを見せていることから、現状に

よる開発状況を見守るということにいたしてお

ります。 

 その他グランドデザインにつきましては、た

だいま業務委託を行っております。その概要と

グランドデザインの対象区域を資料の３ページ

のほうに記載をいたしております。まず、事業

費につきましては、グランドデザインの策定業

務委託料として９４３万８０００円でございま
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す。委託期間は令和５年５月３０日から令和６

年２月２９日までとなっております。契約の相

手方はパシフィックコンサルタンツ株式会社の

熊本事業所になります。 

 対象区域といたしましては、新八代駅を中心

とする特定用途制限区域、数でいきますと赤枠

の内をおおむねの対象区域といたしておりま

す。 

 ４ページ目に、先ほど申し上げました推進本

部の設置並びにその体制について記載をいたし

ております。 

 以上が新八代駅周辺整備の説明となります

が、ただいま御説明させていただきました方向

性の下、現在、グランドデザインの策定を鋭意

進めているところでございます。年度末３月の

本特別委員会には策定したグランドデザインの

概要等を改めて説明させていただく予定として

おります。よろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） 本件について何か

質疑、御意見等はございませんか。 

○委員（大倉裕一君） 御説明ありがとうござ

いました。 

 熊本県の企業誘致の用地の選定のことなんで

すけど、先日発表されたばかりということもあ

りますが、どういったスケジュールでこの事業

が展開されていくかというようなスケジュール

的なところは何か情報として入っておりますで

すか。 

○経済文化交流部次長（小野高信君） 県の整

備スケジュールにつきましては、先週、県のほ

う、一般質問のほうにですね、知事の答弁があ

ったということで、まだ具体的な内容について

は私たちも承知しておりませんし、今後、県の

ほうとですね、連絡を密にしながらまた協議し

ていきたいというふうに考えております。 

○委員長（成松由紀夫君） これからというこ

とですね。 

○経済文化交流部次長（小野高信君） はい。 

○委員（野﨑伸也君） 企業誘致用地の関係で

すけれども、今、県のほうとはまだ接触もない

んでというような話で、多分何も分かんないと

いうような話だと思うんですけれども、八代市

として、熊本県がそういった県の工業団地整備

をするというような話が出てからですよ、それ

までは八代市として工業団地用地を整備しよう

というようなことで進んでたんですけれども、

今回は県による工業団地整備というのが分かっ

た時点で、例えば、今、こういうふうに今進め

ているところを御紹介いただいたと思うんです

けれども、方針の策定とかですね、そういった

ところを話をされたんですけども、最終的にど

こら辺でリンクしていくんかなというふうに思

うんですよ。八代市は八代市でただ造っていく

というのをそのまま進んでいくのか――別とし

てですね、県と――県が造るというのに乗っか

っていくのか、どっちなんですかね。 

○経済文化交流部次長（小野高信君） 熊本県

のですね、整備規模とかそのスケジュール等に

ついてもまだ今現在、把握できてない状況です

けれども、実際に整備を進めるに当たって、県

営の工業団地を整備するほうがスピード感とか

ですね、のほうも早くなると想定されますの

で、それにつきましては、状況のほうを、県と

また内容のほうをですね、協議しまして、全面

的に協力していきたいというふうには考えてお

ります。 

○委員（野﨑伸也君） もう一度確認ですけれ

ども、県が造る工業団地用地に乗っかっていく

という話でよろしいんですよね。八代市は独自

でやるんじゃなくて、そっちのほうに協力して

いくということは、その１つができていくとい

う話でよろしいですよね。確認です。 

○委員長（成松由紀夫君） 県営だろう。県営

の…… 

○委員（野﨑伸也君） 県営でよろしいんです
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よね、最終的に。それでいいんですか。 

○委員長（成松由紀夫君） そこの確認です。 

○経済文化交流部次長（小野高信君） まずは

県営のほうを進めていくという形で取り組んで

いきたいと考えております。 

○委員（野﨑伸也君） すいません、ちょっと

こまい話になっとですけれども、先ほど御紹介

いただいた企業誘致用地整備についてという資

料なんですが、その中で、令和５年度の取組と

して、候補地選定に係る１次評価項目検討、そ

の後２次、３次というのがあるんですけれど

も、この１次評価項目、２次評価項目、３次評

価項目というのは一体どういったものなのかと

いうところで教えてほしいんですけど。 

○商工・港湾振興課長（松永貴志君） おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり）商工・港湾振興課、松永でございま

す。 

 ただいま御質問の１次評価、２次評価につい

てでございますけども、１次評価では、宅地利

用がないことなどの物理的に開発可能かどうか

や、用途地域でないなど法規制的に開発可能か

どうか、また、インターチェンジや八代港から

の広域的なアクセス性等を考慮して評価をする

というところでございます。 

 ２次評価ではですね、続きまして、土地利用

規制、交通アクセス性、用地条件、供給処理施

設等についてですね、評価基準を設定して評価

するというふうに行っております。 

 ３次評価の項目につきましては、現在です

ね、本事業の作業部会やＰＴ会議で今、協議中

でございます。 

 以上でございます。 

○委員（野﨑伸也君） 最後にもう一点。２次

評価項目の検討の後に企業ニーズ調査というこ

とでアンケートをされてるというふうなことで

伺いましたけれども、内容がどういったものな

のか。あと、どういった企業に対してアンケー

トをされているのかというのを教えてくださ

い。 

○商工・港湾振興課長（松永貴志君） 企業ニ

ーズ調査ですけども、全国のですね、物流、製

造、様々な企業様に、九州をはじめですけど

も、まずはこちらで、八代市で工業団地を整備

した場合、来たいのか来たくないのかといった

ところ、その事業所がどういった事業所なのか

をまずは調べてですね、どういったリクエスト

があるのか等々をですね、今お聞きしていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○委員（野﨑伸也君） 分かりました。ありが

とうございました。 

○委員長（成松由紀夫君） 広く募っていると

いうことですよね。 

○商工・港湾振興課長（松永貴志君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（山本幸廣君） 今の関連ですけども、

今のような答弁でいいのかな、はっきり言って

から。私たちは長く企業誘致というのは一般質

問をしたり、八代に工業団地を早く造りなさい

ということで、前々市長の坂田市長のときも工

業団地等々でポシャになるわ、その前のときも

櫻井精技周辺の工業団地もポシャになるわ、そ

ういう中でですね、いかに受皿を早く造るか。

受皿の種類もたくさんあると思うんですよ。そ

れはまあ、工業団地が出来上がったらば電気料

を何年か無償にするとか、そういうたくさんの

受皿というのをですね、整理をしておられると

いうふうに思うんですが、それは整理をしてま

すか。 

○委員長（成松由紀夫君） それは県との協議

じゃなくてですかね。八代独自ですね。 

○委員（山本幸廣君） いや、県じゃなくて八

代市んと。今言う私のって八代市んと。 

○委員長（成松由紀夫君） 独自ですね。 
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○委員（山本幸廣君） 独自、独自。 

○商工・港湾振興課長（松永貴志君） 企業様

が八代市に来る場合、八代市企業振興促進条例

でですね、補助金――土地を購入する場合の補

助金とか、施設を造る場合の補助金、または雇

用人数に対しての補助金等々を整備してです

ね、そちらのほうもお知らせをしているところ

でございます。 

○委員（山本幸廣君） 今の説明の中でです

ね、それは何年前の条例の中で今の発言をした

の。新しい、――いつもスピード感を持ってい

かないかんし、この物価高騰の中でですよ、変

えないかんわけでしょう、その条例の中身を。

旧態依然と、――まず説明してくれ、その中身

を。びっくりしますよ、そしたら。それで企

業、来ますか。 

○委員長（成松由紀夫君） 八代市企業振興促

進条例をいつ……。 

○委員（山本幸廣君） 条例の中に、はっきり

言ってから、どれだけの補助をするのか、どう

いう受皿の中で、固定資産税を５年無償にする

のか、そういうのはその中に入っとるはずなん

ですよ、八代市は。 

○委員長（成松由紀夫君） その中身について

ですか。 

○委員（山本幸廣君） うん。そして、それを

……。 

○委員長（成松由紀夫君） 八代市企業振興促

進条例のその中身について。 

○委員（山本幸廣君） そんなのやったらどこ

も来るもんか、契約に。固定資産税と電気料の

問題、あれこれそろっとったやつをつくったは

ずよ。 

○委員長（成松由紀夫君） 今、山本委員が言

われんとするところは、今のそういう状況で来

てるわけじゃない、過去の経緯で工業団地も中

途断念みたいなこともあるから、その中身につ

いての経緯はどういうことで、八代市企業振興

促進条例は現在どうなっているのか、その中身

について伺うちゅうところですよね。 

○商工・港湾振興課長（松永貴志君） まずは

ですね、固定資産税が５年間免除になります。

（委員山本幸廣君「あ、知っとるの」と呼ぶ）

はい。そういったところですね、事業所等建設

補助金、それと、土地の購入補助金等々です

ね。あと、熊本県もございますので、それと併

せて使うと数十億の補助になりますので、そち

らを御案内しているところでございます。 

○委員長（成松由紀夫君） それはいつ設置さ

れたの、八代市企業振興促進条例は。今ほら、

山本委員は経緯の年度も言ってるわけだから。 

○商工・港湾振興課長（松永貴志君） 平成１

７年からですね、施行はしておりますが、その

都度ですね、改正をしております。 

○委員長（成松由紀夫君） その都度、改正を

してるのね。見直しもですね、ちゃんとしてる

ということですね。 

○商工・港湾振興課長（松永貴志君） はい。 

○委員（山本幸廣君） その都度改正したのを

次の委員会には資料の提出をお願いしますね、

じゃあ。いいですか。分かると思いますのでで

すね。 

○委員長（成松由紀夫君） 経緯をですね。そ

れは大丈夫ですか、執行部。出せますか。（委

員山本幸廣君「すぐ出せるでしょう」と呼ぶ）

平成１７年に施行しました、それからその都度

見直したところは、（委員山本幸廣君「うん、

見直したところ」と呼ぶ）これ見直しました、

これ見直しましたよというようなことで、大丈

夫ですか。 

○商工・港湾振興課長（松永貴志君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、ただい

ま山本委員から八代市企業振興促進条例のその

経緯についての資料請求の申出がありました。 

 お諮りいたします。 

 本委員会として資料請求をすることに御異議
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ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認

め、そのように決しました。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、もう一つよか

ですか。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。 

○委員（山本幸廣君） 先ほど来説明があった

３次までの評価の項目の検討ですね、この辺り

がいつも私たちは知らない状況に、今、各委

員、この委員のメンバーというのは知らないん

ですよね。よろしかればですね、ある程度調査

もアンケートもやってということは、アンケー

ト調査は３か月も８か月もかからないと思うん

です、まとめが。そういうことを考えれば、よ

ろしかればこの委員会には、委員長、提出方を

よろしくお願いします。説明か提出方を…… 

○委員長（成松由紀夫君） ２次評価、３次評

価についてはなかなか、いろいろな、山本委員

御存じのとおり、最終候補地に向けて支障があ

るかと思いますが、執行部、出せますか、出せ

ませんか。 

○経済文化交流部次長（小野高信君） すいま

せん、今、候補地の評価項目等については、

今、評価項目につきましては、先ほど説明いた

しましたとおり、ＰＴ作業部会のほうで今、検

討のほうは進めております。候補地の今、絞り

込みを行っておりますけれども、具体的な場所

等々について御説明すると、やっぱり企業誘

致、用地買収等々に影響が出てくるということ

になりますので、最終的な部分についてはです

ね、また３月の委員会のときには御報告できる

かと思いますけれども、現時点での公表のほう

はちょっと差し控えさせていただきたいという

ふうに思っております。 

○委員（山本幸廣君） それは私も同じ考えで

すよ。ただね、ただ私が言いたいのは、やっぱ

し１人は知っとった、１０人は知らなかったと

いう状況の中でですね――市民の方ですよ、私

たちじゃないですよ、このメンバーじゃなくて

から――そういうことがないような体制をする

のは、いかに執行部が硬い鉄のカーテンをして

おかなければいけないと思うんですよ。 

 候補地が完璧に、地権者の方々もきちっとし

た中でですね、完璧に応援ができてしまった

と、そういう状況ならばですね、公表しなきゃ

いけない。前々回のときも、たった１人や２人

でですね、工業団地がオジャンになったんです

よ、ある地権者の方々で。そういう経緯もある

から、今、成松委員長はそこ辺りのですね、経

緯をもってやっぱ対応せないかんと。私も同

じ、同感ですよ。ただ、その状況は私たちには

教えていただきたい。なかなか知らない、我々

は全部知らないわけですから。だけん、こうい

うところぐらいだろうというのはやっぱし委員

長を通してから報告していただきたい。これは

ぜひともお願いしますよ、委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） 山本委員も千丁の

経緯であったり、工業団地等々いろいろありま

したが、今、小野次長の答弁のとおりですね、

その選考地についての資料請求はございました

が、理解はされているということで、最終候補

地の決定に向けた業務等に影響を与える可能性

があるというのが執行部の答弁でございますの

で、現段階では公表できない。 

 ただ、今、山本委員が言われるように、一部

地権者に何らかの接触であったり、あと、臆測

等が及んで疑念を持たれないように、しっかり

とした、鉄のカーテンという表現はありました

が、守秘義務をしっかり守っていただきなが

ら、この事に当たるについては慎重にしなが

ら、そして、発表できる段階でありますとかこ

の委員会に報告できるような状況になりました

らぜひまた御報告をお願いしたいと。その件に

ついては私からもお願いいたしておきます。 

 ほかに…… 
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○委員（山本幸廣君） もう一件。今後の取組

の中でですね、先ほどから説明があったよう

に、蒲島知事が工業団地を八代へということで

ね、表明されました。温かい、本当に市長ので

すね、勇退の中でも、議長の勇退の中でもあの

ような発言をしてですね、（｢知事ですね」と

呼ぶ者あり）知事がですね、勇退の挨拶をして

いただいたんですけども、これは私はですね、

八代市が、まずは最初打ち出しとる、県が工業

団地ということで、あとは、県は速いスピード

感をもって行くと思います。そういう中でです

ね、中身は何をその土地利用されるのかという

ことが私たちは気にかかるんですよ。それは行

政は、担当はそれをしっかりですね、キャッチ

しないといかんと思います。同じものをです

ね、造ってですね、八代市もやっぱり企業誘致

も工業団地も、県は――半導体と思うんですけ

ども、分かりませんけども、そこら辺り、何を

造っていかれる、土地利用していかれるのか、

整備していかれるのかというのは、これはもう

委員長、私は、中村市長と県議のね、方々と、

執行部が担当されていかれると思いますけど、

私たちもこれは特別につくった委員会なんです

よ。特別につくった委員会というのは特別に調

査をせないかん委員会ですから、そこ辺りにつ

いてはですね、素早くですね、市長共々に知

事、執行部局とですね、コンセンサスを取って

ですね、中身についても早く報告をしていただ

きたいと思います。 

 そして、うちとしても、やっぱりこのような

施設を造るわけですから、施設についても県に

お願いするということで一般質問を何回もやっ

とるわけですから、市長もそれは考えておられ

ると思いますけども、よろしかれば、情報の共

有の中で情報を早くキャッチして、特別委員会

にも、成松委員長のもとに報告をしていただき

たいと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） 質問ですよね。答

弁ありますか。 

 今、言わんとされていることは、分譲までの

期間短縮、県営で動くということでありがたい

ところだから、それについて、早期実現に向け

た、そういったところについてどう考えるか。 

○経済文化交流部次長（小野高信君） 県のほ

うの発表を受けまして、今後ですね、これまで

も県のほうにはいろんな情報共有のほうはして

おりましたけれども、今回の発言を受けまし

て、早急にまた情報共有とか、いろんな情報収

集のほうをしてですね、お示しできる、公表で

きる部分についてはまた委員の皆様に発表させ

ていただきたいというふうに考えております。 

○委員（山本幸廣君） ありがとうございま

す。 

○委員長（成松由紀夫君） それと、県との状

況ですから、せっかくですので、井上総括審議

員兼次長は、現在の状況はいかがですか。これ

からですであればこれからですでいいんですけ

ど、山本委員の質問ですよ。 

○総務企画部総括審議員兼次長（井上雄一朗

君） まさにこれから、さっきの答弁のとお

り、これからになるかと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） これから県と交渉

していくということでございます。 

○委員（山本幸廣君） 委員長言われたよう

に、気遣いで言われてるんですけど、これから

がですね、一番大事だと思いますけども、もう

既にですよ、ある程度の内容はですね、市には

やっぱり報告がなかったというのが私があの、

発表のときですね。 

 私にはある人からさっとげなばいという話も

出てきてから、だけんよ…… 

○委員長（成松由紀夫君） さっと。 

○委員（山本幸廣君） 発表、八代のほうにと

いう話もですね、そこの２時間か３時間か前、

電話があったんですけど…… 

○委員長（成松由紀夫君） 事前にですか。 
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○委員（山本幸廣君） 事前に。何か事前にと

いうか、もう発表する前ですからですね。だけ

ん、それについて知事の話もあったんですけど

も、あとは、くどいばってん、中身は何ば考え

とらすとだろうかというのが一番、――委員

長、よろしく頼みますよ。 

○委員長（成松由紀夫君） いやいやまあ、そ

れは私のよろしくじゃなくて……。 

○委員（山本幸廣君） やっぱりこれが一番大

事と思うとったい。だけんな、なるだけならそ

ういうふうな中身についてもですね、総括審議

員かな、しっかり捉えてから早く情報を持って

きてくださいよ。 

○委員長（成松由紀夫君） 今、山本委員がお

っしゃられるのは、どこまでの範囲か分かりま

せんが、事前にもうそういううわさがあったと

いうことでありますけれども、これまでの県と

のやり取りで、あの発表についても逆に青天の

へきれきの方々も多かったかのように、それは

いずれの立場の方もいらっしゃると思いますの

で、いずれにしろこれからということでありま

すので、井上総括審議員におかれましては、何

かと御苦労も多いでしょうが、情報提供も含め

て、よろしくお願いいたします。 

○委員（谷川 登君） １つ確認ですが、グラ

ンドデザインの委託料がありますけれども、期

間がですね、来年の２月２９日ということで、

出来上がるかなと思いますけれども、そういう

中で、どういった形で早めにこの委員会に提

出、見せられるのか、その変がちょっと分かり

ますか。 

○総務企画部次長（田中 孝君） 総務企画部

の田中でございます。 

 委員のお尋ねの、今度の３月のほうにうちの

井上総括審議員のほうからもですね、３月の特

別委員会で何らかお示ししたいということでお

話をしておりますが、イメージ的には、新駅周

辺につきましては、今現在、現状とか課題の整

理をした上でですね、全体の構想、将来像、基

本目標等々、あと、ゾーニングとか、今、そう

いうのを含めてですね、お示しできるようにで

すね、今、鋭意まとめている状況でございます

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか、

谷川委員。 

○委員（谷川 登君） ありがとうございまし

た。 

 もう一つ確認したいんですが、赤枠が３ペー

ジにありますけれども、この赤枠の中でです

ね、やはり用地買収とか、非常に厳しいところ

が今後あろうかと思いますけれども、もしでき

なかった場合は若干この赤い円がちょっと上が

っていくとか、広くなっていくとか、そういう

ことは考えておられるんですかね。 

○総務企画部次長（田中 孝君） 総務企画

部、田中でございます。 

 この赤枠のところはですね、今現在、特定用

途制限地域ということで、いろんな、何ていい

ますか、駅前で制限をしてる区域でございま

す。つまり、工場系とか――煙を出すような、

いうのは駄目ですよと、そういう制限区域でご

ざいますので、今後、いろんな公共施設、集客

施設とかですね、そういうのを考えていく上で

は、必要なところを今後また調べながらです

ね、やっていくべきだと思いますので、それは

結果どうなるかということで、今、私どもでま

ずその線を動かすとか、そういうことは今現在

まだ検討しておりません。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） 今言われてるとこ

ろは、西側が文教ゾーンであるとか、東側がど

うであるとか、そういうのがありますので、そ

こも含めたところで鋭意精査中ということでご

ざいますが、よろしいですか。 

○委員（谷川 登君） はい。 
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○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（大倉裕一君） すいません、重複する

かもしれないんですが、企業誘致促進策の再構

築というところでですね、これまでは物流関係

の企業に特化したような形で施策もつくってい

ただいて取組をされてきたと思うんですよね。 

 その中で、今度、アンケートも取ってあっと

ですけど、このアンケートで物流関係以外のと

ころも来たいというような話が出てきていいと

すれば、これまでの方針を変えるというような

形も市は考えていらっしゃるということでよろ

しいんですかね。 

○委員長（成松由紀夫君） 物流。 

○委員（大倉裕一君） 物流関係の企業誘致に

特化してちゅうか、特別に何か誘致策を今まで

は持ってきとったというふうに認識しとっとで

すけど。 

○委員長（成松由紀夫君） それはないでしょ

うけど、執行部、どうですか。先ほどは間口を

広げて今やっているというような内容でした

が。 

○商工・港湾振興課長（松永貴志君） 今です

ね、アンケートを取ってる最中でございまし

て、今、集計中でございます。それを結果を見

てというところにはなりますけども、当然、物

流等々と、それとですね、県も発表されました

半導体関連にとどまらず、食品関連企業などと

いうふうにですね、本市の特性を生かせる企業

を呼び込むということをしたいというふうに考

えております。 

○委員長（成松由紀夫君） 物流に特化してな

いということですね。 

○商工・港湾振興課長（松永貴志君） はい。 

○委員（大倉裕一君） 意見になりますけど、

さっきまだ県のほうのスケジュールが決まって

ないというようなところもございました。八代

市も進めていかれるわけですよね。必ずどこか

で県と八代市の重なる部分が出てくると思うん

ですよ。県が事業が進むって、進行は早いだろ

うというようなお話もさっきいただきましたの

で。その重なるところでやっぱり県のスケジュ

ールと市のスケジュールを統合したような形の

部分をですね、早くやっぱり私たちには打ち出

してほしいなと。その辺、さっき山本委員から

もあってたとは思うんですけど、その辺りはよ

ろしくお願いをしておきたいというふうに思い

ます。 

○委員長（成松由紀夫君） 本市の現在の誘致

方針ということですが、いかがですか。 

○委員（大倉裕一君） いや、もう答弁は大丈

夫です。 

○委員長（成松由紀夫君） もういいですか、

答弁は。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） じゃ、いいようで

す。 

○委員（野﨑伸也君） すいません、新駅周辺

の関係になりますけど、特定用途制限地域９５

ヘクタールを整備していくというふうな御説明

だったと思うんですけれども、この特定用途制

限地域というのを指定する場合、条例とか、何

かのがあったのかなというふうには思うんです

けれども、それをする前に、例えばこれを広げ

たりとか縮小したりとかする場合は、土地の所

有者の方には事前に御相談とか、そういうのも

もちろんあると思うんですけども、そういった

流れというのはどういうふうになってますか。 

○総務企画部次長（田中 孝君） 総務企画

部、田中でございます。 

 特定用途制限地域は、先ほどちょっと資料で

御説明いたしましたとおり、平成１９年に今の

部分は指定をされています。御存じのとおり、

新幹線がですね、全線開業に伴ってということ

でされておりますが、今後ですね、いろんな状

況を踏まえて検討する余地はあると思いますけ
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ど、今現在は、あの区域の中に対してですね、

ふさわしくない、先ほど申しましたような企業

さんの立地を制限するという形でされておりま

すので、今現在ではまだそこまでの検討はして

ございません。今後の状況を見てということに

なりますので。 

 以上でございます。すいません、答弁になっ

てないですけど。 

○委員（野﨑伸也君） すいません、次長、も

し仮に広げるとした場合、なくす場合、縮小す

る場合は、所有者の方に御相談とかは事前に必

要なんですよねという質問だったんです。 

○総務企画部次長（田中 孝君） すいませ

ん。おっしゃるとおりで、当然、都市計画審議

会等も含めてですね、いろんな地権の方の御意

見を踏まえた上で、地権者の話、農業委員さん

等々の御意見もいただいてなされていくもんだ

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員（野﨑伸也君） 分かりました。事前に

そういった対応が必要なんだなというのが今分

かりました。 

 今回説明されました９５ヘクタールという図

面があるんですけど、これを見るとほぼ正方形

ですよね。正方形の中で、数学じゃないんです

けど、真ん中新幹線が通ってるというのがあっ

て、東側を開発するということですよね、先ほ

ど説明があったのは。西側のほうは、民間とい

うか、自然に何か来られる、現状による開発状

況を見守ると。西側エリアですね、すいませ

ん。西側エリアはそういうふうに言われてるん

で、今回開発するのは、私は多分、この東側で

すよね、になると思うんで、図面から見るとち

ょうど新幹線が半分にぶった切ってると、正方

形を。ということになると、９５ヘクタールじ

ゃなくてその半分ですよね。４３ヘクタールと

か、それぐらいの話になると思うんですけど

も、よそのコンベンションセンターとかという

のを見ると、４５ヘクタールとかじゃ全然足り

ないですよね、造ろうと思ったら。 

 というふうになると、先ほど言ったように、

この特定用途制限地域というのを広げなきゃい

けないと思うんですよ、まだ東側のほうにです

ね。というのは思ってるんですが、プラス、合

わせて、何か、スマートシティーとかそういう

のもありますので、かなり広げていかないとい

けないというふうに思うんですが、そういった

ものを早く、手続等もあるというふうに今聞い

たんで、地権者の関係もあるんで、進めていっ

たほうがいいんじゃないんですかと私は思うん

ですが、いかがですか。 

○総務企画部次長（田中 孝君） 総務企画

部、田中でございます。 

 おっしゃるとおり、今後ですね、事業の進

捗、今回はあくまでも新駅周辺のグランドデザ

インということで、先ほどちょっと申し上げま

したが、ゾーニングを行ってまいりたいと思い

ます。こういうふうな方針でこういう将来像を

掲げてやっていきたいと。 

 ただ、その中の個別のそれぞれの計画につき

ましては、その個別の計画の基本構想等を含め

てですね、検討していく中で、いろんな、面

積、必要なエリア等は決まっていくものだとい

うふうに認識しております。 

 ただ、進めていく中ではですね、委員がおっ

しゃる分も必要だというふうに認識しておりま

すし、そのようにやっていかなきゃならないと

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員（野﨑伸也君） はい、分かりました。 

 もう一点だけ。先ほど言ったとおりなんです

が、今回の対象は新駅を中心とする特定用途制

限地域、赤枠内というふうに言われているんで

すけれども、先ほど言ったように、西側のほう

は何もしないわけなんでしょう、八代市として

は。というのがあれば、これ、線を引き直した
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ほうがいいんじゃないかなと思うんですけど、

開発対象地域というのは。いかがですか。 

○委員長（成松由紀夫君） そこの西側、東側

に、――次長、そこ、しっかり話をしてくださ

い。 

○総務企画部次長（田中 孝君） 総務企画

部、田中でございます。 

 説明がちょっと私のほうが足らなかったと思

うんですが、この９５ヘクタールの赤の線とい

いますのは、当時、新幹線全線開業時にここの

開発に対して先ほどの新駅にふさわしい住環境

も含めたところで保全しようということでなっ

たエリアになりますので、今現在このエリア

を、例えば西側ですね、西側は現状が住宅が進

んでまいりまして、そういう住宅系が進んでお

りますので、それはこのまま、動きとしては住

宅へ動くだろうというふうな認識で進めていき

たいと考えております。 

 ただ、計画は、この９５ヘクタールを中心と

して、ゾーニングというか、考え方として新駅

周辺ということを進めてまいりたいと、そうい

うところでございますので、赤の線、イコール

開発エリアということではないということで御

理解いただければと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） 経緯の中でパチン

コ店進出等々のときもいろいろありましたか

ら、そこのゾーニングについては、野崎委員、

あまり、これからですので、そこら辺も含めて

質問をお願いします。 

○委員（野﨑伸也君） 質問じゃないんですけ

ど、であれば、この説明資料を、現状の開発を

見守るとかいうふうな表現じゃなくて違うよう

な表現でされたらよかったんじゃないかなと私

は思いました。 

 意見です。 

○委員長（成松由紀夫君） 意見です。 

 ほかにございませんか。 

○委員（北園武広君） 企業誘致に絡めての質

問を１点、お願いします。 

 先ほど推進本部の設置の説明の内容の中にＴ

ＳＭＣの熊本進出を契機とした市町村間の企業

誘致競争という内容の説明があったかと思うと

ですけども、今現在、ＴＳＭＣ関連の企業さん

からの本市への問合せというのはあっているの

か、お伺いいたします。 

○商工・港湾振興課長（松永貴志君） 商工・

港湾振興課、松永でございます。 

 ＴＳＭＣ関連からのですね、お問合せは、現

在のところ、直接的にはないところではござい

ますけども、物流関係でですね、数社からは問

合せはあっております。 

 本市といたしましては企業誘致活動にです

ね、重点的に取り組んでおりまして、今回、菊

陽町に進出いたしますＴＳＭＣの子会社であり

ますＪＡＳＭの堀田社長ともですね、昨年と今

年の二度、情報交換の機会をいただいたところ

でございます。 

 昨今、第２、第３工場の報道が話題となって

いる中ですね、中村市長自らも本市の立地性の

ＰＲを行っていただきました。また、台湾訪問

によるですね、本市のＰＲ活動のほか、企業誘

致関連シンポジウムやセミナーへの参加、積極

的な企業訪問を実施しておりまして、スピード

感を持ってですね、幅広い、今、情報収集に努

めているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（北園武広君） 中村市長自らトップセ

ールスでＰＲされているということであります

ので、せっかく、物流に関して数社という話で

したけれども、問合せがあっている以上は、最

後までしっかり丁寧に対応していただければな

というふうに思います。 

 すいません、意見で。 

○委員長（成松由紀夫君） そもそも今、ＪＡ

ＳＭの堀田社長というフレーズがあったんだけ
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ども、ＪＡＳＭについて少し紹介していただい

たほうがいいんじゃないかな。 

○商工・港湾振興課長（松永貴志君） ＪＡＳ

Ｍとはですね、ＴＳＭＣが過半数をですね、出

資しておりまして、熊本県に設立しました子会

社であります。ＴＳＭＣにとりまして日本初と

なる工場でございまして、それにソニーセミコ

ンダクタソリューションズ株式会社と株式会社

デンソーが少数株主として参画しているＴＳＭ

Ｃの子会社でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（北園武広君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（山本幸廣君） 工業団地で今、我々、

企業誘致の中身についてもですね、我々も努力

せないかんとですけども、流通団地って、私た

ちは昔、流通団地の話は、団地を造ろうという

ことで大変、新幹線のあの周辺にですね、先代

の市長あたりで頑張ったところが――国道３号

のちょうど真ん中ぐらいだったんですけども、

団地ができなかった関係で、大変ですね、ばら

ばらの流通関係の運輸会社がですね、八代市内

にばらまいて今、営業しているような状況なん

ですよ。 

○委員長（成松由紀夫君） 現在ですね。 

○委員（山本幸廣君） 現在。だから、流通団

地の関係については、流通する会社の団地化と

いうのはこの工業団地の中に入らんわけやろ

う。２０ヘクタールの中には入らんわけよな。 

○委員長（成松由紀夫君） 流通、物流…… 

○委員（山本幸廣君） 入ってもよかばってん

だろうが、今のところは流通団地という、そう

いうあれじゃないということな、工業団地の中

でも。 

○商工・港湾振興課長（松永貴志君） 県がで

すね、どういった整備をされるか、規模等まだ

分かっておりませんので、もし幅広く造ってい

ただきましたら、その中にですね、流通団地も

ありかとは思います。 

○委員（山本幸廣君） それは考えとったん

ね、今、私の発言は。流通団地のところ。県は

その考えでおったわけやな。 

○商工・港湾振興課長（松永貴志君） いや、

すいません、それはちょっと分かりません。 

○委員長（成松由紀夫君） これからだな、ま

だ。 

○商工・港湾振興課長（松永貴志君） はい。 

○委員（山本幸廣君） 分かった。じゃ、その

ような……。 

○委員長（成松由紀夫君） 市独自で考えてた

の考えてないのを聞いたいんでしょう。 

○委員（山本幸廣君） そうそう。 

○委員長（成松由紀夫君） 市独自で流通団地

は考えていたのか。 

○商工・港湾振興課長（松永貴志君） 先ほど

来ですね、今年度中に誘致方針等々を策定する

ところでございますので、先ほどのアンケート

等をですね、参考に、その辺も考えていきたい

と思っていたところでございました。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） いやいや、だか

ら、従来考えてたオーダーメード型とか、いろ

いろ方針があったんじゃないの。その辺を説明

したら。 

○商工・港湾振興課長（松永貴志君） 令和３

年４月にですね、県営外港工業団地が完売いた

しまして、本市における工業団地の空き地がな

い状況でありました。本市の現在の方針はです

ね、進出希望の企業様にですね、要望に応じ

て、不動産事業者等からですね、情報を収集い

たしまして、土地や建物を紹介する、いわゆる

オーダーメード型の企業誘致を主に行ってきた

ところでございます。 

 それに加えましてですね、今度の工業団地と
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いうところで、合わせ技でですね、誘致を行っ

ていきたいというふうな考えでございます。 

○委員長（成松由紀夫君） より柔軟に受け入

れてということだね。 

○商工・港湾振興課長（松永貴志君） はい。 

○委員（山本幸廣君） もう一つよかですか。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○委員（山本幸廣君） それは、地場企業等々

の移転のあったときには、その工業団地の中に

移転があった場合には、受皿は、それは自由で

すよということでよろしいんですよね。新規の

工業団地を造るけん、新規の企業を誘致するの

か、それとも既存の企業もいいのか、そこら辺

りは線引きしとっとだろうね。 

○委員長（成松由紀夫君） 既存地場に対し

て。 

○商工・港湾振興課長（松永貴志君） もちろ

んですね、既存の地場の企業さんも新しい工業

団地に来られても構いませんし、新規、県外か

ら、市外から来られても構いません。というふ

うに考えております。 

○委員（山本幸廣君） 地場、既存の方々がで

すね、既存の企業が何社も、今そういう中で、

今度、工業団地を造らすけんでから、あそこに

そら行かんばねともう言われる企業が地場企業

はおるんですよ。私、回ったところが、物すご

いですよ。 

○委員長（成松由紀夫君） もう既に移転済み

もありますね。 

○委員（山本幸廣君） そう、ありますよ。だ

から２０ヘクタールでうちは足るとかなという

ことを、それも心配をしとるし、特には流通関

係がばらばらだからね、流通団地というような

形の中を考えていかなん中に、県がそれを対応

してくるっとならそれ以外は何も言うことない

わけ。それをきちっとした県との、井上総括審

議員がおられますから、そこら辺りも含めてか

らひとつ、情報をしっかりして、またお願いも

していただきたいと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） 県とそこら辺もよ

り柔軟なところをしっかり、八代の希望は希望

として伝えていただきたいと。既に数社、新駅

前にもう移築、移転されてる地場企業さんもい

らっしゃいますので、そういうのも配慮して、

――点在という文言があったところは集約でと

いうようなイメージかと思われます。そうです

ね。（委員山本幸廣君「はい、そうです」と呼

ぶ）そういうことですので、よろしくお願いし

ます。 

○委員（橋本貴喜君） 先ほどの県と市と団地

整備というのもありますけども、県と市でです

ね、違いというのはどういったものがあるのか

ということを聞かせいただければと思うんです

けども。 

○商工・港湾振興課長（松永貴志君） 失礼し

ます。 

 熊本県のですね、整備規模等が先日１２月６

日に発表されたばかりで、詳細がですね、把握

できてませんのではっきりとは言えませんが、

仮に同規模の整備の場合、整備に係る各種手続

やこれまでの県営工業団地の整備のノウハウ等

がございますので、分譲までの期間短縮につな

がると考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（橋本貴喜君） はい、大丈夫です。 

○委員長（成松由紀夫君） 時間短縮にという

ことでございます。 

 ほかに。 

 増田委員、よろしいですか。はい、どうぞ。 

○委員（増田一喜君） いつも県に、市の事業

の中では県に要望なんかをしますよね、予算関

係なんかがあるものだから。この話は最初は市

独自でやるのかなというような雰囲気を受けて

たんですよ。いつもだったら要望なんかしよる

けれども、そういう中でこの間の蒲島知事の発
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表で、ちょっとびっくりして、そしてなおかつ

喜んだんですけどね、県がやってくれるちゅう

のは。市がそれだけ楽になるという部分もあっ

たんですけど。そのためには、やっぱり本市と

しては要望活動なんかはちゃんとやっておられ

たのかなというのがちょっと気になったんです

よね。何か、最初の話ではしてないような雰囲

気を私は受けたんですよ。その中でそういう発

表だったからどうだったのかなという、それを

１つ聞いてみたいなと思って。 

○委員長（成松由紀夫君） 今回の結果につい

ての県への要望活動であったり県との打合せ等

々はどうだったのか。 

○商工・港湾振興課長（松永貴志君） 熊本県

とはですね、常日頃より本市への企業誘致等に

ついての情報共有は行っている中で、本市にお

いてもですね、市長を本部長とする企業誘致用

地整備推進本部を設置して動いてきたところで

はありますけども、並行してですね、この八代

の交通結節点ですとかインフラの強みを生かし

た県営による企業誘致用地をですね、整備して

いただきたいとの思いもですね、併せてありま

して、機会あるごとにですね、要望は行ってき

たところでございます。このたびの知事の御決

断にはですね、非常に感謝しているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） 機会あるごとに要

望活動はしっかりやってたちゅうことですね、

今の答弁は。 

○委員（増田一喜君） ということは、市長が

非常に頑張られたということですよね。何か淡

々と、ひょうひょうとされてるみたいだけれど

も、やるべきところはきちんとやられたちゅう

ことですよね。県のそういう返答ちゅうかね、

その気持ちに応えていただいたのは本当にうれ

しいことだなと思っております。 

 そして、今後は県とうまく連携してですね、

いいものをできるように頑張っていただきたい

なと思います。 

 意見です、これは。 

○委員長（成松由紀夫君） 意見ですか。 

○委員（増田一喜君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） 井上総括審議員は

よろしいですか、答弁は。よろしいですね。 

 ほかに。 

 友枝議員、よろしいですか。よろしいです

ね。 

○委員（大倉裕一君） グランドデザインの策

定のほうで意見をちょっと述べておきたいと思

うんですけども、グランドデザインをきちっと

整理をされて、作られてですね、これから進ん

でいかれるというところにはこの委員会でいろ

いろと議論していくわけですので理解するんで

すが、何で武道場とかですね、アリーナなのか

というような、これだけなのかというような声

があるんですよ。例えば野球場整備とか、ほか

のスポーツ関係の団体からいろいろ要望ばしと

ると、いっちょんその計画が分からんというよ

うなお声をかなりいただきます。 

 ですので、これはこれとしてですけども、駅

前のグランドデザインはグランドデザインとし

てで構いませんので、そこはほかの体育連盟、

スポーツ連盟関係に対してもですね、きちんと

説明のつくような市の対応を取っていただきた

いというふうに思ってます。それがないとやは

り住民の理解というのも深まっていかないとい

うふうに思いますので、その点はお願いしてお

きたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） 各競技団体の意見

も吸い上げながら、いろんな御意見があるとい

うことでありますので、武道館については、る

る皆さん御存じのとおり経緯もありますので、

執行部はその辺は頭に、特に経済文化交流部が

担当になりますかね、スポーツ振興課もあられ
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るので、今の御意見を踏まえて、また対応をよ

ろしくお願いします。 

 ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

企業誘致用地整備及び新八代駅周辺整備につい

てを終了いたします。 

 皆さんから大変活発な御意見もありましたの

で、執行部は今後ともよろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、執行部は御退室ください。 

（執行部 退席） 

○委員長（成松由紀夫君） そのほか、当委員

会の所管事務調査について、何かございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 以上で、企業誘致

用地及び新八代駅周辺整備に関する諸問題の調

査についてを終了いたします。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

て、お諮りいたします。 

 当委員会の特定事件であります企業誘致用地

及び新八代駅周辺整備に関する諸問題の調査に

ついては、なお調査を要すると思いますので、

引き続き閉会中の継続調査の申出をいたしたい

と思いますが、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認

め、そのように決しました。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了いたし

ました。これをもちまして、企業誘致用地及び

新八代駅周辺整備に関する調査特別委員会を散

会いたします。 

（午前１１時０４分 閉会） 
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